
川島町空き家活用ローン利子補給事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、川島町空家等対策計画に基づき、町内に所在する空き家

の所有者等が、空き家の利活用に係る融資取扱金融機関（以下「金融機関」

という。）から資金を借り入れた際に支払う利子に対して補給金を交付する

ことで、資金調達に係る負担を軽減し、もって町民の安全・安心の確保及び

地域の活性化につなげることを目的とする。 

 （利子補給対象事業） 

第２条 金融機関の融資対象となる事業は、空き家の利活用を目的に所有者等

が実施する次の各号に掲げるものとする。 

 (1) 空き家を賃貸に供するための改築・改装  

 (2) 空き家の解体 

 (3) その他町長が認めるもの 

第３条 利子に対する補給金（以下「利子補給金」という。）の交付は、この

要綱に定めるもののほか、町及び金融機関との間で締結する協定に基づき行

うものとする。 

（利子の補給） 

第４条 町は、この要綱により金融機関が貸付けを行った場合、予算の範囲内

で第５条に定める利子補給金を交付する。 

２ 利子補給金は、同一の空き家に対して１回の貸付けに限り交付する。 

（利子補給の率） 

第５条 利子補給の率は、第２条に基づき金融機関と締結する協定において定

める利率と同等とし、利子補給金の申請者の利子負担を実質０パーセントと

する。 

 （利子補給金の額） 

第６条 交付する利子補給金の額は、毎年１月１日から１２月３１日までの期

間（以下「対象期間」という。）における融資資金につき、支払い済み約定

利子に対し、前条に定める利子補給の率で算出した額とする。ただし、延滞

による利子は含まないものとする。 



（利子補給対象者） 

第７条 利子補給金の交付を受けることができる所有者等は、金融機関の融資

対象者かつ次の各号の要件を満たす者とする。 

(1) 本人及びその者が属する世帯全員が、現に居住している市町村（特別区

を含む。以下同じ。）における市町村税（国民健康保険税を含む。）を滞納

していないこと。 

 (2) 川島町暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第１号に規定す

る暴力団の構成員等（以下「暴力団員」という。）でないこと。  

（利子補給対象空き家） 

第８条 利子補給の対象となる空き家は、町内に所在する融資対象空き家のう

ち、次の各号の要件を満たすものとする。 

(1) 公共事業による補償の対象となっていないもの  

(2) 利活用にあたり、原則として相続人及び利害関係者全員の同意を得てい

るもの 

 (3) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第

２２条に掲げる勧告を受けていないもの 

（交付申請） 

第９条 利子補給金の交付申請をしようとする者は、川島町空き家活用ローン

利子補給金交付申請書（様式第１号）に川島町空き家活用ローン利子補給事

業実施計画書（様式第２号）を添えて町長に提出しなければならない。  

（交付決定） 

第１０条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があった場合は、その内

容を審査し、利子補給金を交付することを決定したときは川島町空き家活用

ローン利子補給金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知し、交

付しないことを決定したときは川島町空き家活用ローン利子補給金不交付

決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

 （変更承認申請等） 

第１１条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者（以下「交付決

定者」という。）は、金融機関からの借入金及び利子補給金の額に変更が生

じたときは、川島町空き家活用ローン利子補給金変更承認申請書（様式第５



号）に、変更内容が確認できる書類を添付して町長に提出し、その承認を受

けなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する変更申請書の提出があった場合は、その内容を審

査し、承認を決定したときは、川島町空き家活用ローン利子補給金変更承認

通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものとする。  

（毎年の利子補給金額の証明及び請求） 

第１２条 交付決定者は、毎年１月１日から２月末日の期間に、金融機関から

川島町空き家活用ローン利子補給金に係る約定利子支払証明書（様式第７

号）の交付を受け、川島町空き家活用ローン利子補給金交付請求書（様式第

８号）とともに町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する証明書及び請求書を受理した場合は、第１０条で

交付決定した内容と照合の上、適当であると認めたときは、対象期間の翌年

の３月末日までに対象期間に係る利子補給金を交付する。 

 （交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき 

(2) 利子補給金の交付決定の内容に違反したとき 

(3) この告示の規定に違反したとき 

２ 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消したときは、川島町空き家活用

ローン利子補給金交付決定（全部・一部）取消通知書（様式第９号）により、

交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１４条 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合において、その

取消しに係る部分に関し、既に利子補給金を交付しているときは、期限を定

めてその返還を命じるものとする。 

（書類の整備等） 

第１５条 交付決定者は、利子補給金に係る帳簿及び証拠書類を整備保管して

おかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、利子補給金を支出する日の属する会計年度の



翌会計年度から５年間保管しなければならない。  

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

  



様式第１号（第９条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金交付申請書 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（申請者）住  所             

   

氏  名             

   

電話番号             

   

川島町空き家活用ローン利子補給金の交付を受けたいので、川島町空き家活

用ローン利子補給事業実施要綱第９条の規定により次のとおり申請します。 

 

所 有 者 等 

住 所                         

氏 名                         

申請者との続柄 □本人 □その他（      ） 

対象空き家所在地 川島町 

借入先金融機関  

借入金額       円 借 入 日 年  月  日 

返済回数       回 毎月の返済日  年  月  日 

□対象者の要件を確認するために必要な私の住民票、市町村税等の納付状況等の情報  

□金融機関から借り受けた空き家活用ローンの実行及び返済状況等の情報 

□相続人及び利害関係者全員の同意 

上記３点について、町が、私の在住する市区町村、融資取扱金融機関又は

その他関係者等に照会し、その照会先が情報を提供することを承諾します。 

 氏名（自署）              

 ※添付書類 川島町空き家活用ローン利子補給事業実施計画書（様式第２号）  



様式第２号（第９条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給事業実施計画書  

 

年  月  日  

 

１ 申請者 

氏 名  

住 所 
 〒 

 

電 話 番 号  

メールアドレス  

 

２ 空き家の利活用計画の概要 

建 築 時 期      年  月頃建築 

空 き 家 期 間      年  箇月程度 

規 模 延床面積    平方メートル ・ 階数   階 

利 活 用 内 容  □賃貸 □解体 □その他（    ） 

実施時期（予定）      年  月頃 

空き家バンク 
 □登録する  

□登録しない（理由：           ） 

借入金額                   円 

  



様式第３号（第１０条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金交付決定通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

     年  月  日付けで申請のあった利子補給金の交付については、

次のとおり決定したので、川島町空き家活用ローン利子補給事業実施要綱第１

０条の規定により通知します。 

 

補 給 年 度                年度 

対象空き家所在地 川島町 

借 入 金 額 金           円 

備 考  

  



様式第４号（第１０条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金不交付決定通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

     年  月  日付けで申請のあった川島町空き家活用ローン利子

補給金については、次のとおり不交付と決定したので、川島町空き家活用ロー

ン利子補給事業実施要綱第１０条の規定により通知します。 

 

不交付の理由  

  



様式第５号（第１１条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金変更承認申請書 

 

年  月  日  

 

川島町長 あて 

 

（申請者）住  所             

   

氏  名             

   

電話番号             

   

年  月   日付け    第     号で交付決定のあった補助

金について、下記のとおり変更したいので、川島町空き家活用ローン利子補給

事業実施要綱第１１条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

所 有 者 

住所 

 

氏名 

対象空き家所在地 川島町 

変 更 の 内 容  

変 更 の 理 由  

添 付 資 料 
(1) 交付申請時の添付書類のうち、変更に係るもの  

(2) その他町長が必要と認める書類 



様式第６号（第１１条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金交付変更承認通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

年  月  日付けで変更承認申請のあった利子補給金について、

下記のとおり承認したので、川島町空き家活用ローン利子補給事業実施要綱第

１１条第２項の規定により通知します。 

 

当初交付決定年月日 
年  月  日 

第     号 

当初借入金額    金           円 

変更借入金額    金           円 

  



様式第７号（第１２条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給事業に係る約定利子支払証明書 

 

年  月  日  

 

（交付決定者）住  所         

       

氏  名             

   

電話番号             

   

  川島町空き家活用ローン利子補給事業に係る     年   月  日か

ら    年  月  日までの期間の約定返済金は、下記のとおり支払済

であることを証明くださるようお願いします。  

                  記          （単位：円） 

借 入 額          円 借 入 日    年  月  日 

返 済 日 支払元利金 内支払利息 返 済 日 支払元利金 内支払利息 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   合 計   

  上記のとおり相違ないことを証明します。  

     年  月  日 

        銀行（信用金庫）    支店長          印  



様式第８号（第１２条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金交付請求書 

 

年  月  日  

川島町長 あて 

 

（交付決定者）住  所         

       

氏  名             

   

電話番号             

   

      年  月  日付け    第   号にて補助金の交付の決定

を受けました川島町空き家活用ローン利子補給金について、     年  

月  日から     年  月  日までの期間に係る利子補給金を川島

町空き家活用ローン利子補給事業実施要綱第１２条第１項の規定により下

記のとおり請求します。 

  記 

１ 交付請求額               円 

２ 借入金額                円 

３ 借入日           年  月  日 

４ 完済予定日         年  月  日 

５ 振込先 

金融機関名  本・支店名  

口座番号 普通・当座  

フリガナ  

口座名義  

  ※ 上記の内容がわかる預金通帳の写し等を添付してください。  



様式第９号（第１３条関係） 

 

川島町空き家活用ローン利子補給金交付決定（全部・一部）取消通知書 

 

                          第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

川島町長 

 

年  月   日付けで交付を決定した川島町空き家活用ローン利

子補給金金については、下記のとおり交付の決定を取り消しましたので、川島

町空き家活用ローン利子補給事業実施要綱第１３条第２項の規定により通知

します。 

 

記 

  

当初交付決定年月日 
年  月  日 

第     号 

対象空き家所在地    川島町 

借 入 金 額    金           円 

取 消 理 由  

 


